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「下請取引適正化推進月間」の実施について 

平成２６年１０月１日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会及び中小企業庁は，下請取引の適正化について，従来，下請

代金支払遅延等防止法（以下「下請法」といいます。）の迅速かつ効果的な運

用と違反行為の未然防止，下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導

等を通じ，その推進を図ってきています。特に，毎年１１月を「下請取引適正化

推進月間」とし，この期間に下請法の普及・啓発に係る取組を集中的に行っていま

す。 

そこで，本年度の下請取引適正化推進月間においては，以下のとおり，本年度の

キャンペーン標語を決定するとともに，普及・啓発に係る取組を行います。あわせ

て，各都道府県，下請企業振興協会，事業者団体等に対して，本推進月間の実

施に当たっての協力を要請します。 

１ 平成２６年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語 

２ 主な取組 

⑴ 下請取引の適正化に関する普及・啓発

① ポスター・たれ幕の掲示

公正取引委員会，経済産業省，都道府県，中小企業関係団体，事業者

団体等の施設に掲示 

② 新聞，雑誌等を通じた広報

③ 都道府県，下請企業振興協会，商工会議所，商工会連合会及び商工会，

中小企業団体中央会，事業者団体等の機関誌等を通じた広報 

⑵ 下請取引適正化推進講習会の開催

４７都道府県（計６２会場）において，下請法及び下請中小企業振興法の

趣旨・内容を説明します（詳細は別添を御参照ください。）。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

 電話 ０３（３５８１）３３７５（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 

http://www.jftc.go.jp/
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公正取引委員会では，下請取引適正化推進講習会のほか，次のような下請法

講習会を行っています（下請法講習会の実施予定等については，公正取引委員

会のホームページ（「講習会の御案内」）を御参照ください。）。 

 

１ 「下請法基礎講習会」 

下請法に関する基礎知識を取得することを希望する者を対象として，「下

請法基礎講習会」を実施しています。 

 

２ 「下請法応用講習会」 

下請法に関する基礎知識を有する者を対象として，具体的な事例研究を中

心とする「下請法応用講習会」を実施しています。 

 

３ 「下請法業種別講習会」 

過去に下請法に係る違反行為がみられた業種等に一層の法令遵守を促すこ

とを目的として，業種においてみられた事例等について説明を行う「下請法

業種別講習会」を実施しています。 

 

この他にも，下請法を御理解いただくために，パンフレット「知るほどなる

ほど下請法」，動画資料「そうだったのか！よくわかる下請法」等を作成して

おりますので，御参照ください（詳細は公正取引委員会のホームページ（「各

種パンフレット」及び「動画で分かる公正取引委員会」）を御参照ください。）。 

 

以上 

参考 

http://www.jftc.go.jp/
http://www.jftc.go.jp/
http://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/index.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html
http://www.jftc.go.jp/
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html


http://www.jftc.go.jp/ http://www.chusho.meti.go.jp/

信用は 
 　　　

適正払
いの

　　   
積み重ね

11月は
下請取引適正化
推進月間
です


